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本研究では地上機器の設置に対する住民の許容度に着目し，水戸市をケーススタディとしてアンケート

調査を行うことで，現行の地上機器の設置に対する許容度や，地上機器の設置拒否理由に対する改善策へ

の許容度を把握することを目的とした．その結果，自分との関わりが大きいほど設置に対する許容度が低

いことや，地上機器が障害物として認識されていること，設置拒否理由に対する改善策として地上機器の

デザインを工夫することや設置に対するデメリットを補償することは有効な手段であることが示され，地

上機器の設置を推進するための知見を得た． 
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1. 研究の背景 

 

我が国では，昭和 60 年代初頭から無電柱化の整

備を進めている．ヨーロッパのロンドン・パリおよ

びアジアの香港・シンガポールなどの主要都市では

無電柱化率が 100%であり，無電柱化が概成してい

るといえるが，我が国では，最も無電柱化に精力的

に取り組んでいる東京 23 区でも無電柱化率が 8%

であり，世界的に見ると非常に低い水準である 1)．

また日本では毎年約 7 万本の電柱が新設されてお

り，現在約 3,600 万本もの電柱が存在している 2)． 

電柱の問題点としては，災害時に電柱倒壊が発生

すること，車いすや歩行者，自転車通行の妨げとな

ること，景観を阻害することなどが挙げられる．し

かし近年，災害の激甚化・頻発化，高齢者・障害者

の増加が顕著になり，無電柱化の必要性が増してい

ると言える． 

無電柱化を行う際には，電力を高圧から低圧に 

 

 

変圧するための変圧器などの地上機器を設置する必

要がある．しかし，住民がそれを敷地の前に設置す

ることを拒否することが多々あり，無電柱化が進ま

ない要因として問題視されている．また無電柱化に

関する課題を把握するため，国土交通省が市町村長

の会にアンケート調査を行った結果，コストが高い

こと，電力会社や通信会社などとの調整が困難であ

ることに次いで，地上機器の置き場所がないことが

挙げられている 3)． 

そこで，地上機器の設置に対する住民の許容度に

着目し，設置を許容するためにはどのような条件が

必要であるか明らかにする必要があると考えられ

る．なお本研究では，地上機器を電柱など何も無い

場所に新しく設置することを“新設”と定義し，電

柱が建っている場所の付近に電柱と置き換えて設置

することを“置換”と定義する．なお現行の方式で

は，地上機器は新設する方式となっており，地上機

器の置換は行われていない． 
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2. 本研究の位置付け 

 

無電柱化事業のデメリットとしてはコストが高い

ことや工期が長期であることが挙げられ，事業後も

地上機器が幅員を狭めていることと景観を阻害して

いることが問題として挙げられている． 

大石ら 4)は，全国の自治体に対して無電柱化の実

施についての調査を行い，事業の実施に関する様々

な意識や判断基準の一端を明らかにした．その結

果，都道府県では無電柱化事業が継続されている

が，市町村では単発的な事業が多いこと，規模が小

さい自治体では地域環境や景観を考慮した事業が実

施され，規模の大きい自治体では道路事業を中心と

した事業が実施される傾向があることを示した．ま

た住民からの無電柱化への反響として，景観面の向

上や歩行空間の向上といったメリットが高く評価さ

れているが，地上機器が障害物として認識され，突

出して指摘されていることを示した．しかし，地上

機器の設置場所や，地上機器の条件に対する住民の

許容度に着目した研究はない． 

 

 

3. 研究の目的 

 

本研究は，地上機器の設置に対する住民の許容度

に着目し，アンケート調査によって地上機器の設置

を推進する知見を得るため，以下の 2 つの項目を目

的とした． 

① 現行の無電柱化における地上機器の設置に対す

る住民の許容度を把握する． 

② 地上機器の設置拒否者における，拒否理由に対

する改善策への許容度を把握する． 

 

 

4.  アンケート調査の概要 

 

アンケートの調査項目を表-1，実施概要を表-2，

対象地を図-1，対象道路の様子を図-2，地上機器の

設置場所を図-3に示した．対象地は水戸市偕楽園 

 

 

 

 
 

の東に位置する良好な住宅街であり，無電柱化され

ている道路が周囲に多く存在する．本研究では，地

上機器の設置場所をⅠ)自宅の前の歩道，Ⅱ)隣家の

前の歩道，Ⅲ)隣家との境界の前の歩道，Ⅳ)自宅の

敷地，Ⅴ)隣家の敷地の 5 か所とし，その場所に設

置することに対する許容度を「許容できる」から

「許容できない」までの 5 段階の回答方式とした．

質問項目 詳細 

A 

個人属性 

性別，年齢，家族構成，同居してい

る子供，免許の有無，運転頻度 

B 

無電柱化 

に関する 

意識 

無電柱化 
無電柱化の認識，知るきっかけ，興

味・関心，無電柱化を推進すべきか 

地上機器 
地上機器の認識，地上機器への不快

感 

具体的な 

場所の 

無電柱化 

お住まい，地域社会との関わり，電

柱の場所，対象道路の利用，地上機

器設置の決定方法 

C 

地上機器 

の許容度 

地上機器 場所毎の許容度 

様々な 

地上機器 

地上機器の形状・デザインの工夫と

場所毎の許容度 

地上機器 

設置に対 

する補償 

地上機器設置に対する支払意思額，

受取補償額，資産価値の補償の許容

度 

調査日時 
12 月 23 日（月） 10：00～12：00 

12 月 24 日（火） 10：00～12：00 

調査対象地 水戸市備前町，天王町 1 丁目・2 丁目の一部 

調査対象 世帯主または世帯主にかわる方 

調査方法 配布：ポスティング 回収：郵送 

配布部数 456 部 

回収率 24.3 % （111/456 部） 

調査員 学生 5 人（調査責任者：石森） 

図-1 対象地 

対象地 
対象道路 
無電柱化済道路 

千波湖 

水戸駅 

弘道館 

水戸芸術館 
京成百貨店 

偕楽園駅 

表-1 調査項目 

表-2 調査の概要 
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ここでは， 5 段階の回答方式のうちの「どちらで

もない」を許容できない側にまとめ，「許容でき

る」「許容できない」の 2 段階として集計した． 

 

 

5. 住民の許容度に着目した考察 

 

(1) 地上機器の新設に対する許容度 

それぞれの場所に地上機器を新設する場合の許容

度を図-4に示した．これより，敷地より歩道に設

置する場合が許容度が高く，自宅より隣家に関わっ

て設置する場合が高い許容度を示したため，自分と

の関わりが大きいほど高い許容度を示すことが分か

った．しかし隣家との境界に設置する場合は，隣家

の前に設置する場合と同様の許容度を示したが，こ

れは自宅や隣家のどちらかに地上機器を新設するこ

とに抵抗があるため，このような結果が得られたと

考えられる．また，歩道設置の場合の自宅前から境

界前への許容度の変化を示したものを図-5に，隣

家前から境界前への許容度の変化を示したものを図

-6に示す．これより，自宅前や隣家前に設置する

ことは許容できるが，境界前に設置することは許容

できないと回答した人が，自宅前の場合に 12.8%，

隣家前の場合に 16.7 %存在していることが明らか

になった．また自宅前設置拒否者のうち境界前設置

を許容できると回答した人数は，自宅前設置許容者

のうち境界前設置を許容できないと回答した人数よ

りも多く，隣家前設置拒否者のうち境界前設置を許

容できると回答した人数は，隣家前設置許容者のう

ち境界設置を許容できないと回答した人数と同数で

あることが示された． 

 

(2)  設置拒否者の意識把握 

自宅の前の歩道や，自宅の敷地に地上機器を新設

することを許容できないと回答した人を設置拒否者

とし，その拒否理由を設置拒否者の人数に占める割

合として図-7に示した．これより，歩道設置の場

合の拒否理由として，地上機器が歩行や自転車通行

の妨げになるから，敷地設置の場合の拒否理由とし

て，庭が狭くなるからという項目が最も多く回答さ 

 

れた．またいずれも人数に占める割合が 50%を超

えており，地上機器の設置を許容できない重要な要

因となっている可能性がある．また無電柱化のメリ

ットとして，電柱が無くなることで幅員が確保でき

図-2 対象道路の様子 

図-6 地上機器新設の許容度の変化（隣家と境界） 

48

35 13

30

13 17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

隣家の前

境界の前

歩
道
設
置

許容できる 許容できない

道路 

歩道 

車 
庫 

車 
庫 

車 
庫 

隣家 隣家 自宅 

Ⅱ Ⅰ 
Ⅲ 

Ⅳ Ⅴ 

Ⅱ 

Ⅴ 

図-3 地上機器の設置場所 

図-5 地上機器新設の許容度の変化（自宅から境界） 
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ると言われているが，実際は地上機器が幅員を狭め

る要因となっていると認識されていることが分かっ

た．今後，無電柱化を進めるにあたり，住民に対し

て無電柱化のメリットとデメリットを確実に説明す

る必要があると考える． 

 

(3)  改善策に対する許容度 

地上機器の設置拒否理由として最も多く回答され

た，歩道設置の場合の拒否理由である地上機器が歩

行や自転車通行の妨げになるから，敷地設置の場合

の拒否理由である庭が狭くなるからという項目に着

目し，これらに対する改善策をとることでどれほど

許容度が変化するか，それぞれ図-8と図-9に示

す．改善策を，置換，形状とデザインの工夫，補償

の 3 分類としたが，補償においては敷地に設置する

ことを前提として集計したため，敷地設置の場合の

み示す． 

a)  地上機器の置換の有効性 

現行の方式では，地上機器の置換は行われておら

ず，新設する方式となっている．しかし，何も建っ

ていない場所に地上機器を新設することはほとんど

の人が抵抗を受けるのではないかと考え，地上機器

の置換を新たに考えた．通常の地上機器を置換する

場合の許容度と通常の地上機器を新設する場合の許

容度を比較した結果，歩道設置の場合に 20%，敷

地設置の場合に 11.8%許容度が増加した．よって，

地上機器の置換は新設と比較すると有効な手段であ

る可能性が示され，また敷地設置の場合より，歩道

設置の場合がより効果的であることが示された． 

b)  形状とデザインの工夫の有効性 

回答者全員による最も許容度の高い地上機器の形

状とデザインは，歩道設置の場合は街灯と一体化し

た地上機器と周囲に溶け込むデザイン，敷地設置の

場合は柱状型機器と周囲に溶け込むデザインとな

り，表-3にこれらを示した．最も許容できる地上

機器の形状とデザインの組み合わせは，「街灯と一

体化×周囲に溶け込むデザイン」と「高さ軽減×周

囲に溶け込むデザイン」の 2 種類となった．またデ

ザインについては，通常の地上機器に施すものとし

た．許容度の高い地上機器の特徴として，歩道に設

置の場合は周囲を照らすなど地上機器自体に意味が 

 
 

あること，敷地に設置の場合は占用面積が小さいこ

と，またいずれの場合も周囲に溶け込み景観を阻害

しないことなどが考えられる． 

形状とデザインを工夫した地上機器を新設する場

合の許容度と通常の地上機器を新設する場合の許容

度を比較した結果，歩道設置の場合は形状が

26.3%，デザインでは 55.0％許容度が増加し，敷地
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図-7 地上機器新設の拒否理由（複数回答可） 

図-8 地上機器の改善策に対する設置拒否者の 

許容度の変化（歩道設置の場合） 
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図-9 地上機器の改善策に対する設置拒否者の 

許容度の変化（敷地設置の場合） 
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設置の場合は形状が 25.0%，デザインでは 33.3%許

容度が増加したことを示した．よって，歩道設置の

場合においては，デザインを工夫することが最も効

果的であることが示された．また形状とデザインの

両方が工夫された地上機器を新設する場合は，この

結果より高い許容度となることが考えられる． 

c)  補償の有効性 

補償では，資産価値が減少した際にそれを補償す

る資産価値補償と，どれほど金額を受け取ることが 

できれば設置を許容できるかという受取補償額に対

する許容度を示した．これらは自分が最も許容でき

る地上機器を設置することが前提であるため，通常

の地上機器を設置する場合より高い許容度となって

いる可能性がある．これらの許容度と通常の地上機

器を新設する場合の許容度を比較した結果，資産価

値補償が 53.3%，受取補償額では 71.9%許容度が増

加したことを示した．よって，資産価値の減少を補

償するより，地上機器の設置によるデメリットに対

する補償が求められていることが示された． 

 

 

6.  結論 

 

① 地上機器を自宅に関連して新設する場合と隣家

に関連して新設する場合の許容度を比較すると，歩

道設置の場合は 10.3％，敷地設置の場合は 12.8％許

容度が低くなっため，設置場所と自分との関わりが

大きいほど設置の許容度が低くなることが分かっ

た．しかし隣家との境界に新設する場合の許容度に

ついては，隣家の前に新設する場合の許容度と変化

が見られなかったため，他者への配慮と公平性も考

慮されていると考えられる． 

② 地上機器の設置拒否理由として，歩道設置の場

合に通行の妨げになるから，という項目が最も多く 

 

通常 5) 街灯と一体化 6) 

  

柱状型機器 周囲に溶け込むデザイン 5)  

  

 

回答されたことから，必ずしも無電柱化が交通障害

物を排除すると受け取られていないことが分かっ

た． 

③ 地上機器の設置拒否者の許容度を増加させるた

めに，歩道設置の場合は地上機器のデザインを工夫

すること，敷地設置の場合は地上機器の設置に対す

るデメリットを補償することが有効な手段である． 
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